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小金井市立学童保育所運営業務委託プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の概要 

 ⑴ 件名 

  ① 小金井市立あかね学童保育所運営業務委託 

② 小金井市立まえはら学童保育所運営業務委託 

③ 小金井市立みどり学童保育所運営業務委託 

委託事業者は、それぞれ個別に募集します。なお、複数に応募することも可

能とします。 

 

 ⑵ 事業の目的 

   小金井市（以下「市」という。）では、学童保育事業のサービスを拡充すること

を目的とし、学童保育所運営業務を民間事業者に委託するため、事業者の募集・

選定を行います。運営能力、信頼性及び見積価格等を総合的に審査・評価する公

募型プロポーザル方式により、市の保育水準を低下させることなく、安定した保

育サービスを効果的に提供できる事業者を選定します。 

 

 ⑶ 業務の内容 

   別紙仕様書（案）のとおり 

 

 ⑷ 履行期間 

 契約確定日の翌日～令和８年３月３１日まで（学童保育所運営開始は令和７年

４月１日～） 

※ 契約確定日の翌日から令和７年３月３１日までを準備期間とし、新たな事

業者が受託することとなった場合は、市職員立合いの下、令和７年３月３

１日までの受託者から業務内容に関する引き継ぎを受けることとします。

なお、当該準備期間に関する費用は受託者の負担とします。 

 

 ⑸ 予算額（見積限度額） 

   提出にあたっては、受託を希望する施設について、次に示す施設別に、受入児

童数ごとの見積額を全て提示してください。 

   受入児童数を複数記載している施設については、必ず複数の見積を提示してく

ださい。一つでも欠けている場合は、失格となります。 

なお、上限額を超えた見積額の提案は失格とします。 

① 小金井市立あかね学童保育所運営業務委託 

 ア 第１～第３学童保育所（以下の３つのパターンについて、それぞれ見積

を作成すること） 

児童数１４０名まで      ４４，３９８千円（非課税）（債務負
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担行為） 

    児童数１４１～１６０名まで  ４６，６７５千円（非課税）（債務負

担行為） 

    児童数１６１～１８０名まで  ４８，９５２千円（非課税）（債務負

担行為） 

イ 第４～第５学童保育所（以下の３つのパターンについて、それぞれ見積を

作成すること） 

    児童数１００名まで      ３１，８１０千円（非課税）（債務負

担行為） 

    児童数１０１～１２０名まで  ３４，０８７千円（非課税）（債務負

担行為） 

    児童数１２１～１４０名まで  ３６，３６４千円（非課税）（債務負

担行為） 

② 小金井市立まえはら学童保育所運営業務委託 

  ア まえはら第１学童・第２学童（以下の３つのパターンについて、それぞ

れ見積を作成すること） 

    児童数１００名まで      ３２，５８８千円（非課税）（債務負

担行為） 

    児童数１０１～１２０名まで  ３４，８６５千円（非課税）（債務負

担行為） 

    児童数１２１～１４０名まで  ３７，１４２千円（非課税）（債務負

担行為） 

  イ まえはら暫定第３学童 

  児童数４０名まで       １４，７６０千円（非課税）（債務負  

担行為） 

③ 小金井市立みどり学童保育所運営業務委託 

  ア みどり第１学童・第２学童（以下の３つのパターンについて、それぞれ

見積を作成すること） 

    児童数１００名まで      ３２，５８８千円（非課税）（債務負

担行為） 

    児童数１０１～１２０名まで  ３４，８６５千円（非課税）（債務負

担行為） 

    児童数１２１～１４０名まで  ３７，１４２千円（非課税）（債務負

担行為） 

  イ みどり暫定第３学童 

  児童数４０名まで       １８，２０１千円（非課税）（債務負  

担行為） 

 

 ⑹ 障がいのある児童の受入れに係る委託料について 
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小金井市立学童保育所運営業務仕様書（案）あかね「９⑸ 指導員の配置」、ま

えはら・みどり学童「９⑹ 指導員の配置」で記載する、障害児保育審査会におい

て、指導員の加配を要する児童と判断された児童を受け入れた場合は、同仕様書

（案）「１７⑵ 障がいのある児童の受入れに伴う委託料」に記載するとおり、月

の初日を基準日として、在籍する障がいのある児童の人数分を、別途契約する委

託料で支払います（なお、本件部分は別途予算措置及び契約を予定しております。

参考契約実績：令和５年度まえはら学童保育所運営委託（障がい児受入分）（単

価契約）障がい児 1 人当たり月額１３０千円）。 

  

 ⑺ 処遇改善事業について 

   放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業（以下、「処遇改善臨時特例事業」と

いう。」の実施について、放課後児童クラブに勤務する職員の処遇改善のため、「放

課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱（令和３年１２月２０日から適

用）」（以下、「実施要項」という。）に基づき、取組を実施することとします。 

 

 ⑻ 支払方法 

毎月払いとし、委託者は受託者の請求書を受理した日から３０日以内に受託者

に支払うものとします。 

 

２ 実施形式 

  公募型プロポーザル方式 

 

３ 審査委員会の設置 

 プロポーザルの審査を公正に行い、随意契約の相手方となる候補者（以下「候補

者」という。）及び次点者を選考するために「小金井市立学童保育運営業務委託プロ

ポーザル審査委員会」（以下「審査委員会」という。）を設置します。 

 

４ 契約の相手方の決定方法 

 あらかじめ定められた審査基準に基づき、審査委員会で公正な審査を行い、候補

者及び次点者を選定します。 

本業務委託の実施に際して、企画提案の内容をそのまま実施することを約束する

ものではありません。選定後には、候補者と市は、企画提案の内容をもとにして、

業務の履行に必要な具体の履行条件などの協議と調整（以下「交渉」という。）を行

います。この交渉がまとまらない場合は、次点者に選定された者と交渉を行うこと

となります。 

 

５ 資格要件 

本プロポーザルへ参加するための資格要件（以下「資格要件」という。）は、次に

示す全ての事項に該当する者とします。 
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 ⑴ 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける物品買入れ等競争入札参

加資格を有する者で、申請先自治体に「小金井市」の登録がなされている者であ

ること。又は現に登録がない者で、本件契約手続き開始までに「東京電子自治体

共同運営電子調達サービス」により入札参加資格審査申請を行い、申請先自治体

に「小金井市」の登録を行うことができる者であること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ないこと。 

⑶ 小金井市から指名停止措置を受け、指名停止期間中でないこと。 

⑷ 小金井市契約における暴力団等排除措置要綱の別表各号に掲げる措置要件に 

該当しないこと。 

⑸ 国税及び地方税に滞納がないこと。 

⑹ 経営不振の状態（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の 

規定に基づき更正手続開始の申立てをしているとき、民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）第２１条第１項の規定に基づき再生手続開始の申立てをしている

とき、手形又は小切手が不渡りとなっているとき等。）にないこと。 

⑺ 令和元年度～令和５年度において、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県内の

学童保育所の運営又は受託実績があること。 

⑻ 地方自治法第９２条の２（議員の私企業への就業制限）、第１４２条（首長の請

負人になることの禁止）、第１６６条（副市長の兼職禁止）、第１６９条（会計管

理者）、第１８０条の５第６項（委員会委員の請負人になることの禁止）及び第１

９６条（監査委員の兼職禁止）に抵触する者が属する団体でないこと。 

⑼ 審査委員会委員の属する団体でないこと。 

 

６ プロポーザル日程について 

番号 内    容 期   日   等 

１ 実施要領の配布 令和６年６月１０日（月）～６月２５日（火）まで 

２ 参加希望申請書等の提出期限 令和６年６月２５日（火） １７時まで 

３ 資格審査結果確認通知 令和６年６月２８日（金）  

４ 

施設見学会 令和６年７月３日（水）〔まえはら学童保育所〕 

令和６年７月４日（木）〔あかね学童保育所〕 

令和６年７月８日（月）〔みどり学童保育所〕 

５ 質問票受付 令和６年７月１６日（火）～１９日（金） 

６ 質問回答 令和６年７月２９日（月）（予定） 

７ 企画提案書等の提出期限 令和６年８月９日（金） １７時まで 

８ 第１次審査（書類審査） 令和６年８月中旬～８月下旬 

９ 第１次審査結果通知発送 令和６年９月１８日（水）までに通知 

１０ 
第２次審査（企画提案書の審査、プレ

ゼンテーション及びヒアリングの実施） 

令和６年１０月１０日（木）～１０月１８日（金）のいずれか１日 

※第１次審査結果通知書内に詳細な日程を記載します。 
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１１ 第２次審査結果通知 令和６年１０月３０日（水）までに通知 

１２ 運営業務委託契約締結（予定） 令和６年１１月中旬 

１３ 引継ぎ（委託契約に含む） 令和６年１２月～令和７年３月 

１４ 
障がいのある児童にかかる契約

（別途契約） 
令和７年４月上旬 

１５ 
処遇改善事業にかかる契約 

（別途契約） 
令和７年４月上旬 

 

７ プロポーザル実施要領等の配布場所及び期間 

⑴ 配布場所 

「17 問合せ先」のとおり 

※市ホームページからもダウンロードできます。 

⑵ 配布期間 令和６年６月１０日（月）から６月２５日（火）まで 

（「17 問合せ先」での配布は、土・日・祝日及び平日の正午から午後１

時を除く） 

 

 

８ 参加資格確認書類の提出 

 ⑴ 提出書類    

様式番号 提出書類の名称 提出部数 

１ 参加希望申請書（様式第１号） １部 

２ 会社概要、事業団体の概要がわか

るもの（法人登記簿謄本、定款、

設立趣旨書、構成員名簿・組織図

等）及び東京都、埼玉県、千葉県

及び神奈川県内における学童保育

所の運営又は受託実績（令和元年

度～令和５年度）（様式第２号） 

１部 

⑵ 提出期限  令和６年６月２５日（火）１７時まで 

 ⑶ 提出方法  持参により提出して下さい。 

 ⑷ 提 出 先  「17 問合せ先」のとおり 

 ⑸ 資格要件の確認 

   提出書類を基に参加資格の確認を行い、令和６年６月２８日（金）に結果を郵

送で申請者へ通知します。 

  

９ 委託施設見学会及び説明会 

  電子メールにて応募申込のあった事業者ごとに時間を指定し、順次開催します。

時間は実施場所ごとに各事業者２５分程度を予定しています。 

⑴ 小金井市立まえはら学童保育所運営業務委託 
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  ① 日時  令和６年７月３日（水） ９時００分～１４時００分の間を予定。 

② 場所  小金井市立まえはら学童保育所等 

     ※ 前原小学校のまえはら暫定第三学童保育所は別途日時を調整します。 

     ※ 説明会への参加がない場合でもプロポーザルへの参加は可能です。 

⑵ 小金井市立あかね学童保育所運営業務委託 

  ① 日時  令和６年７月４日（木） ９時００分～１４時００分の間を予定。 

② 場所  小金井市立あかね学童保育所 

※ 説明会への参加がない場合でもプロポーザルへの参加は可能です。 

⑶ 小金井市立みどり学童保育所運営業務委託 

  ① 日時  令和６年７月８日（月） ９時００分～１４時００分の間を予定。 

② 場所  小金井市立みどり学童保育所等 

     ※ みどり暫定第三学童保育所は別途日時を調整します。 

     ※ 説明会への参加がない場合でもプロポーザルへの参加は可能です。 

 

10 質疑と回答 

⑴ 提出書類  質問書（様式３） 

⑵ 提出期限  令和６年７月１６日（火）８時３０分～１９日（金）１７時まで 

⑶ 提出方法  電子メールにより提出 

⑷ 提 出 先  「17 問合せ先」のとおり（受信確認の連絡をお願いします） 

⑸ 質問回答  令和６年７月２９日（月）（予定） 

※回答は、担当部署において事項別に取りまとめを行い、市ホームページに掲載

します（個別回答は行いません）。 

 

11 企画提案書等の提出 

⑴ 提出書類 

様式番号 提出書類の名称 規格 提出部数 

任意様式 企画提案書 Ａ４縦、横書き、12 ポ

イント、明朝体で作成 

10 部（記名 3 部、無記名

7 部） 

任意様式 見積書（税抜） Ａ４縦 

注意点：（あかね・ま

えはら・みどり学童で

は、児童数に応じた見

積を３つのパターン全

て提出すること。一つ

でも欠けている場合

は、失格とする。） 

10 部（記名 3 部、無記名

7 部） 

任意様式 直近の受託事業計画、

受託実績報告書（令和

４年度、令和５年度の

Ａ４縦 10 部（記名 3 部、無記名

7 部） 
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もの）等、事業の状況

がわかるもの 

任意様式 直近３年分の貸借対照

表・損益計算書（税務

申告書第一表、第四

表） 

Ａ４縦 10 部（記名 3 部、無記名

7 部） 

任意様式 法人の事業概況説明書

（直近３年分） 

Ａ４縦 10 部（記名 3 部、無記名

7 部） 

任意様式 当該事業に係る職員採

用計画書 

採用方法（採用にあた

っての考え方）、採用

予定人数、雇用形態、

勤務時間及び勤務日数

等を示したもの 

Ａ４縦 10 部（記名 3 部、無記名

7 部） 

任意様式 職員の育成、研修及び

健康管理についてわか

るもの 

Ａ４縦 10 部（記名 3 部、無記名

7 部） 

任意様式 職員給料表 Ａ４縦 10 部（記名 3 部、無記名

7 部） 

任意様式 就業規則 Ａ４縦 10 部（記名 3 部、無記名

7 部） 

任意様式 施設長予定者の経歴及

び資格を証する書類 

Ａ４縦 10 部（記名 3 部、無記名

7 部） 

任意様式 配置を予定している職

員の学童保育所での勤

務経験年数がわかるも

の及び資格を証する書

類 

Ａ４縦 10 部（記名 3 部、無記名

7 部） 

任意様式 職員配置計画書 Ａ４縦 10 部（記名 3 部、無記名

7 部） 

※企画提案書等は上表の順序で製本し、インデックスをつけ、簡易なＡ４ファイル

で提出して下さい。 

なお、無記名においては、事業者名が特定される記述やロゴマーク等は削除した

上で、副本として整えて下さい。 

⑵ 提出期限  令和６年８月９日（金）１７時まで 

⑶ 提出方法  持参により提出して下さい。 

⑷ 提 出 先  「17 問合せ先」のとおり 
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12 企画提案書の内容・記載を要する事項 

 ⑴ 学童保育所の運営 

  ① 基本方針 

    学童保育所を運営するにあたっての基本方針、運営理念について記入するこ

と。 

  ② 日常の保育内容 

    日常の保育内容に対する方針を記入すること。 

  ③ 生活指導等 

    生活指導全般にわたる考え方や方針について、具体的に記入すること。 

④ 行事計画 

    行事計画を立案するにあたっての基本的な方針について記入すること。 

⑤ 間食（おやつ） 

    間食（おやつ）に関する基本的な方針と具体的な献立について記入すること。

また、アレルギー体質の児童への配慮について取組みがあれば記入すること。 

⑥ 特別な配慮が必要な児童の対応 

知的障がい等従来から分野が明確にされているものだけでなく、いわゆる「気

になる子」や心身に障がいのある児童に対して、法人としての対応方針などを

具体的に記入すること。 

その他、障がいのある児童（配慮が必要な児童）に対する特別な取組みがあ

れば記入すること。 

⑵ 健康・衛生・安全管理 

  ① 健康管理 

    児童の健康管理に関する法人の方針や計画を具体的に記入すること。 

  ② 衛生管理 

    衛生管理に関する法人の方針や計画を具体的に記入すること。 

③ 危機管理 

    危機管理全般にわたる法人の方針について、基本的な方針と個別の項目に分

け、具体的に記入すること。 

  ④ 事故・急病時対応 

     事故や急病等に対する対応として、法人としての方針や体制などを記入する

こと。 

⑶ 子ども家庭支援・保護者・地域関係機関との連絡・連携 

  ① 子ども家庭支援 

地域における子育て支援に対する法人の基本的な方針（理念）、自らが果たす

べき役割や具体的な活動について、それぞれ記入すること。 

② 学校との連絡・連携 

    学校との連絡や連携を法人としての対応方針などを記入すること。 

③ 保護者や父母会との連絡・連携 

    保護者や父母会との連絡や連携を法人としての対応方針などを記入すること。 
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  ④ 地域との連絡・連携 

    地域との連絡や連携を法人としての対応方針などを記入すること。 

  ⑤ 市との関係・連携 

    市との連絡体制・直営事業との連携を法人としての対応方針などを記入する

こと。 

 ⑷ 運営管理 

  ① 職員の健康管理 

    職員の健康管理についての方針と内容を具体的に記入すること。 

  ② 職員の育成、教育及び研修体制 

    職員の育成、教育及び研修体制について方針と内容を具体的に記入すること。 

  ③ 雇用の継続性の確保策 

    職員を継続して雇用していくための具体的取組みがあれば記入すること。 

  ④ 職員間における報告体制等 

    職員間における報告・連絡・相談体制についての方針を具体的に記入するこ

と。 

⑤ 情報提供と個人情報保護 

学童保育所の運営に係る保護者等に対しての情報提供をどのように行って

いくか、また、個人情報保護の具体的な方策を記入すること。 

⑸ 円滑な引継計画 

   引継ぎに係る期間について、円滑に学童保育所を運営するうえで必要となる項

目と理由及び実際の職員配置計画とに分けて記入すること（実際の職員配置計画

については、現受託者は除く。） 

⑹ サービスの向上 

  ① 意見・要望等対応 

    保護者からの意見や要望等についての考え、またそれらに対応するための方

針や体制などを具体的に記入すること。 

  ② サービス向上に向けた提案 

    サービス向上に向け、将来的に行っていきたい提案があれば、その内容と理

由、期待される効果等について具体的に記入すること。 

  ③ 評価 

    外部評価など評価に関する方針を記入すること。 

 

13 プロポーザル審査方法 

  庁内に審査委員会を設置し、提案内容について「選定審査基準」に基づき、第一

次審査及び第二次審査を行い、各提案者の順位を決め、第１位の者を候補者として

選定します。また、第２位の者を次点者として併せて選定します。 

⑴ 審査基準  別紙「審査基準」のとおり 

⑵ 第一次審査（書類審査） 

審査委員会において、提出された企画提案書等を対象に審査し、得点が高い順
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に上位３事業者を一次審査通過とします。 

ただし、応募事業者が３者以下であった場合は第一次審査を行わないものとし、

第二次審査において、企画提案書等についても併せて審査することとします。 

 ⑶ 第二次審査（企画提案書、プレゼンテーション及びヒアリング） 

① 審査委員会において、企画提案書の内容等についてプレゼンテーション及び

ヒアリングを実施し、候補者及び次点者を選定します。 

なお、総得点が高得点であっても仕様書に沿わない場合や、得点が著しく低い

審査項目がある場合は、候補者に選定しないことがあります。 

また、応募事業者が一者のみであった場合も第二次審査は実施することとし、

第二次審査の評価が一定の水準を下回った場合は不合格とし、再度候補者選定を

行うこととします。 

② プレゼンテーションは公開とし審査は、非公開とします。 

③ プレゼンテーション及びヒアリング実施方法 

ア 一者につきプレゼンテーション３０分以内、ヒアリング２０分程度としま

す。 

イ 提出した資料を用いてプレゼンテーションを行います。 

ウ 出席者は、３人以内とし、実際の業務において施設長予定者となる者は必 

ず参加して下さい。 

エ プレゼンテーション及びヒアリングに参加しない場合は、失格とします。 

ただし、交通機関等の事故等真にやむを得ない理由がある場合は、速やか 

に「17 問合せ先」に連絡して下さい。 

   オ プレゼンテーションに機器が必要な場合は、会場に用意するＰＣ、プロジ

ェクター、スクリーンの使用を可とします。ただし、ＵＳＢ等の機器は持参

して下さい。 

 

14 審査結果 

⑴ 第一次審査の結果は、令和６年９月１８日（水）までに、企画提案書等を提出

した全者に郵送及び電子メールで通知します。 

⑵ 第二次審査の結果は、令和６年１０月３０日（水）までに、第二次審査に参加

した全者に郵送及び電子メールで通知します。 

⑶ 候補者に選定されなかった参加者は、審査結果を受け取った日の翌日から起算

して７日（閉庁日を除く。）以内に、書面により選定されなかった理由の説明を求

めることができます。 

⑷ 前項により説明を求められたときは、説明を求めることのできる最終日の翌日

から起算して１０日（閉庁日を除く。）以内に書面により回答します。 

 

15 事業候補者決定後の契約締結について 

  審査委員会が市長に審査結果を報告し、市長が候補者として決定した後、契約手

続き（随意契約）を行います。 
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本契約は単年度毎の契約ですが、本事業の履行状況が良好である場合には、次年

度以降４年間を上限として随意契約を行う予定です。 

ただし、履行状況が良好でない場合や市の政策変更等により、次年度以降契約を

行わない場合があります。 

また、原則として、当該随意契約を行う期間については、契約金額・仕様の変更

は行わないものとします。 

 

16 留意事項 

 ⑴ 小金井市は、参加者が提出した資料（以下「提出資料」という。）を次のとおり

取扱うものとします。 

① 提出資料が次のいずれかに該当する場合、当該提出資料を無効とします。 

ア 本実施要領の規定に違反した記載がされているもの 

イ 虚偽の内容が記載されているもの 

ウ 見積書の通貨が日本円で記載されていないもの 

エ その他、設定した条件を満たしていない場合 

② 提出資料は、返却しません。 

③ 小金井市が、本委託業務のプロポーザルに関する報告、公表等のために必要

な場合は、参加者の承諾を得て提出資料の内容を無償で使用できるものとしま

す。提出資料は、選考を行う作業において必要な範囲で複製を作成することが

あります。 

④ 提案資料は小金井市情報公開条例に基づく公開対象ですが、候補者決定前に

参加者数、参加者名その他の参加者に関する情報については公開、提供しない

こととします。 

⑵ 参加者は、参加希望申請書提出後に辞退する場合は、辞退理由等を記載した辞

退届（様式自由）を提出して下さい。 

⑶ 小金井市が提供する資料は、小金井市の許可なく公表及び目的外に使用するこ

とはできません。 

⑷ 応募に際して要した費用は、参加者の負担とします。 

⑸ 提出後の企画提案書等の修正又は変更はできません。 

⑹ 候補者が契約までに、応募資格等を喪失した場合や、契約に際して事故がある

場合もしくは仕様書の調整がまとまらない場合は、次点者を候補者とする場合が

あります。 

⑺ 市ホームページ（入札契約情報）に掲載している「業務委託契約書（約款）」、

「小金井市競争入札等参加者心得」及び「小金井市契約における暴力団等排除措

置要綱」の内容を熟知のうえ参加して下さい。 

⑻ 契約の相手方は、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を契約締結時に

納付しなければなりません。ただし、小金井市契約事務規則第４７条第２項各号

の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することがあります。  
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17 問合せ先 

  〒１８４－００１３ 小金井市前原町三丁目４１番１５号（市役所第二庁舎） 

担当者：小金井市子ども家庭部児童青少年課学童保育係 担当：野村・須田 

電 話：０４２－３８７－９８４７（直通） 

メール：s050699@koganei-shi.jp 

mailto:s050699@koganei-shi.jp

